
○
総
務
省
令
第 

 
 

号 

 

電
波
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
三
十
一
号
）
第
二
十
五
条
第
二
項
及
び
電
波
法
関
係
手
数
料
令
（
昭
和
三
十
三

年
政
令
第
三
百
七
号
）
第
五
条
の
規
定
に
基
づ
き
、
並
び
に
同
法
を
実
施
す
る
た
め
、
電
波
法
施
行
規
則
の
一
部
を
改

正
す
る
省
令
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。 

 
 

令
和
五
年 

 
月 

 

日 

総
務
大
臣 

松
本 

剛
明 

 
 

 
 

 

電
波
法
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
省
令 

 

電
波
法
施
行
規
則
（
昭
和
二
十
五
年
電
波
監
理
委
員
会
規
則
第
十
四
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。 

 

次
の
表
に
よ
り
、
改
正
前
欄
に
掲
げ
る
規
定
の
下
線
を
付
し
又
は
破
線
で
囲
ん
だ
部
分
を
こ
れ
に
順
次
対
応
す
る
改

正
後
欄
に
掲
げ
る
規
定
の
下
線
を
付
し
又
は
破
線
で
囲
ん
だ
部
分
の
よ
う
に
改
め
、
改
正
後
欄
に
掲
げ
る
そ
の
標
記
部

分
に
二
重
傍
線
を
付
し
た
規
定
（
以
下
「
対
象
規
定
」
と
い
う
。
）
は
、
こ
れ
を
加
え
る
。 



二
頁 
 

 

改 
 

正 
 

後 

改 
 

正 
 

前 
（
請
求
の
単
位
） 

第
十
一
条
の
二
の
五 

［
略
］ 

（
請
求
の
単
位
） 

第
十
一
条
の
二
の
五 

［
同
上
］ 

（
情
報
通
信
の
技
術
を
利
用
す
る
方
法
） 

第
十
一
条
の
二
の
五
の
二 

手
数
料
令
第
五
条
の
総
務
省
令
で
定
め
る
方
法
は
、
電
子
情
報
処
理
組
織
を
使
用
す

る
も
の
で
あ
つ
て
次
に
掲
げ
る
も
の
そ
の
他
の
情
報
通
信
の
技
術
を
利
用
す
る
も
の
と
す
る
。 

一 

送
信
者
の
使
用
に
係
る
電
子
計
算
機
と
受
信
者
の
使
用
に
係
る
電
子
計
算
機
と
を
接
続
す
る
電
気
通
信
回

線
を
通
じ
て
送
信
し
、
受
信
者
の
使
用
に
係
る
電
子
計
算
機
に
備
え
ら
れ
た
フ
ァ
イ
ル
に
記
録
す
る
方
法 

二 

送
信
者
の
使
用
に
係
る
電
子
計
算
機
に
備
え
ら
れ
た
フ
ァ
イ
ル
に
記
録
さ
れ
た
情
報
の
内
容
を
電
気
通
信

回
線
を
通
じ
て
情
報
の
提
供
を
受
け
る
者
の
閲
覧
に
供
し
、
当
該
情
報
の
提
供
を
受
け
る
者
の
使
用
に
係
る

電
子
計
算
機
に
備
え
ら
れ
た
フ
ァ
イ
ル
に
当
該
情
報
を
記
録
す
る
方
法 

 

［
新
設
］ 

別
表

第
二

号
の

二
の

四
（

第
1
1
条
の
２
の

４
第
２
項

関
係
）

 

無
線

局
情
報
提

供
請

求
書

 

［
略

］
 

別
表

第
二

号
の

二
の

四
（

第
1
1
条
の
２
の

４
第
２
項

関
係
）
 

無
線

局
情
報
提

供
請
求
書
 

［
同

左
］

 

［
１

～
４

 
略

］
 

［
１

～
４

 
同

左
］

 

５
 

希
望

す
る

情
報
提
供

の
実
施
の

方
法
（

注
６
）
 

□
用

紙
に

出
力

し
た
も
の

の
交
付
 

□
電

磁
的

方
法

に
よ
る
提

供
 

（
電

子
メ

ー
ル

ア
ド
レ
ス

：
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
）

 

請
求

に
関

す
る

連
絡

責
任

者
 

住
所

 

所
属

 

氏
名

 

電
話

番
号

 

電
子

メ
ー

ル
ア

ド
レ
ス
 

５
 

希
望

す
る

情
報

提
供

の
実
施
の

方
法
（

注
６
）
 

□
用

紙
に

出
力

し
た

も
の
 

□
フ

レ
キ

シ
ブ

ル
デ

ィ
ス

ク
カ
ー
ト

リ
ッ
ジ

（
日
本
産

業
規
格

X
62

2
3
に
適
合
す

る
幅

9
0
ミ
リ

メ
ー
ト
ル

の
も

の
に

限
る

。
）
に
複

写
し
た
も

の
 

□
光

デ
ィ

ス
ク

（
日

本
産

業
規
格

X0
60

6
及
び

X
62

81
に
適
合
す

る
直
径

120
ミ
リ
メ
ー

ト
ル
の
光

デ
ィ
ス

ク
再

生
装

置
で

再
生

す
る

こ
と
が
可

能
な
も

の
に
限
る

。
）
に
複

写
し
た
も

の
 

    

［
注

１
～

５
 

略
］

 

６
 

希
望

す
る

情
報
提

供
の
実
施

の
方
法

に
つ
い
て

は
、
該

当
す

る
事

項
の

□
１

か
所

に
レ

印
を

付
け

る
こ

と

と
し

、
電

磁
的

方
法
に

よ
る
提
供

の
□
に

レ
印
を
付

け
る
場

合
は

、
電

子
メ

ー
ル

ア
ド

レ
ス

を
括

弧
内

に
記

載
す

る
こ

と
。

 

［
注

１
～

５
 

同
左

］
 

６
 

希
望

す
る

情
報

提
供

の
方
法
に

つ
い
て

は
、
該
当

す
る
事
項

の
□
１
ケ

所
に
レ

印
を
付
け

る
こ
と
。

 

別
表

第
二

号
の

二
の

五
（

第
1
1
条
の
２
の

４
第
２
項

関
係
）

 

無
線

局
情
報
提

供
請

求
書

 

［
略

］
 

別
表

第
二

号
の

二
の

五
（

第
1
1
条
の
２
の

４
第
２
項

関
係
）
 

無
線

局
情
報
提

供
請
求
書
 

［
同

左
］

 

［
１

～
３

 
略

］
 

［
１

～
３

 
同

左
］

 

４
 

希
望

す
る

情
報
提
供

の
実
施
の

方
法
（

注
４
）
 

□
用

紙
に

出
力

し
た
も
の

の
交
付
 

□
電

磁
的

方
法

に
よ
る
提

供
 

（
電

子
メ

ー
ル

ア
ド
レ
ス

：
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
）

 

請
求

に
関

す
る

連
絡

責
任

者
 

４
 

希
望

す
る

情
報

提
供

の
方
法
（

注
４
）
 

□
用

紙
に

出
力

し
た

も
の
 

□
フ

レ
キ

シ
ブ

ル
デ

ィ
ス

ク
カ
ー
ト

リ
ッ
ジ

（
日
本
産

業
規
格

X
62

2
3
に
適
合
す

る
幅

9
0
ミ
リ

メ
ー
ト
ル

の
も

の
に

限
る

。
）
に
複

写
し
た
も

の
 

□
光

デ
ィ

ス
ク

（
日

本
産

業
規
格

X0
60

6
及
び

X
62

81
に
適
合
す

る
直
径

120
ミ
リ
メ
ー

ト
ル
の
光

デ
ィ
ス



三
頁 
 

 

住
所

 

所
属

 

氏
名

 

電
話

番
号

 

電
子

メ
ー

ル
ア

ド
レ
ス
 

ク
再

生
装

置
で

再
生

す
る

こ
と
が
可

能
な
も

の
に
限
る

。
）
に
複

写
し
た
も

の
 

    

［
注

１
～

３
 

略
］

 
［

注
１

～
３

 
同

左
］

 

４
 

希
望

す
る

情
報
提

供
の
実
施

の
方
法

に
つ
い
て

は
、
該

当
す

る
事

項
の

□
１

か
所

に
レ

印
を

付
け

る
こ

と

と
し

、
電

磁
的

方
法
に

よ
る
提
供

の
□
に

レ
印
を
付

け
る
場

合
は

、
電

子
メ

ー
ル

ア
ド

レ
ス

を
括

弧
内

に
記

載
す

る
こ

と
。

 

４
 

希
望

す
る

情
報

提
供

の
方
法
に

つ
い
て

は
、
該
当

す
る
事
項

の
□
１
ヶ

所
に
レ

印
を
付
け

る
こ
と
。

 

備
考 

表
中
の
［ 

］
の
記
載
及
び
対
象
規
定
の
二
重
傍
線
を
付
し
た
標
記
部
分
を
除
く
全
体
に
付
し
た
傍
線
は
注
記
で
あ
る
。 



四
頁 

 

 
 

 

附 

則 

 

こ
の
省
令
は
、
令
和
五
年
●
月
●
日
か
ら
施
行
す
る
。 


